
 

KICK-Fabスペース利用規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、京都府が整備し、公益財団法人京都産業２１（以下「財団」という。）

が管理するKICK-Fabスペース（KICK内に設置するものづくり実証スペース）の利用につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

 

（KICK-Fabスペースの設置目的） 

第２条 研究開発に関わる企業、団体、創業予定者を対象に、製造業に不可欠である基盤的も

のづくりの環境を提供し、新たな産業を興す試作拠点として機能することを目的とする。 

 

（貸出ゾーン、貸出機器類） 

第３条 貸出ゾーン、貸出機器類は、財団が別に定めるとおりとする。 

 

（利用時間及び休所日） 

第４条 KICK-Fabスペースの利用時間は、次に掲げる日を除く日の午前９時００分から午後

５時００分までとする。ただし、財団が必要と認めるときはこれを変更することができる。 

（１）土曜日及び日曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（３）年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日） 

 

（利用料金） 

第５条 KICK-Fabスペースの利用料金は財団が別に定めるとおりとする。 

２ 利用者は、財団に利用料金を原則、前納しなければならない。ただし、財団が別に納期を

定めたときは、この限りでない。 

３ KICK及びKICK-Fabスペースの設置目的に馴染まない利用については、別途協議を行う

ものとする。 

 

（利用料金の返還） 

第６条 既納の利用料金は返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由に

より施設等を利用することができなくなったとき、その他財団が相当の理由があると認めた

ときは、この限りではない。 

 



（利用手続） 

第７条 KICK-Fabスペースを利用しようとする者は、別に定める「KICK-Fabスペース利用

申込書」（以下「申込書」という）を財団理事長あて提出しなければならない。 

ただし、財団は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、利用を禁止することができ

る。 

（１）公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害する恐れのある者 

（２）KICK-Fabスペース内の設備等を損傷する恐れのある者 

（３）KICK-Fabスペース等の利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを

助長する恐れがある団体の利益になると認める者 

（４）その他KICK-Fabスペースの管理上支障があると認める者 

２ 財団理事長は、申込書を受理したときは、貸し出すことが適当と認めた場合にあっては、

承認する。 

３ 財団は、前項の承認を行う際に、KICK-Fabスペースの利用申込内容により、損害賠償保

険への加入等、条件を付与することができる。 

４ 申込書の受付期間や納入方法は、財団が別に定めるとおりとする。ただし、財団が管理運

営において支障がないと認めるときはこの限りではない。 

５ 第１項の規定による申込書を提出した者は、申込書の内容を変更しようとするときは、速

やかに財団に申し出て、申込書の再提出等指示を受けなければならない。 

 

（承認の取消し等） 

第８条 財団は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、前条第２項の承認を取り消し、

若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはKICK-Fabスペースからの

退場を命ずることができる。 

（１）この規程に違反している者 

（２）偽りその他不正な手段により承認を受けた者 

（３）申込書の内容に違反している者 

（４）その他KICK-Fabスペースの管理上支障があると認める者 

 

（利用者の遵守事項） 

第９条 利用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）KICK-Fabスペースに変更を加え、又は特別の設備を設けないこと。ただし、あらかじ

め財団の承認を受けた場合は、この限りでない。 

（２）利用の承認を受けた目的以外にKICK-Fabスペースを利用し、又は許可を受けた行為以

外の行為をしないこと。 



（３）利用の承認を受けた機器のみを利用すること。 

（４）火災、盗難等の発生防止に努めること。 

（５）前各号に掲げるもののほか、財団が指示した事項 

 

（財団による指示） 

第１０条 財団は、KICK-Fabスペースの管理上必要があると認めるときは、KICK-Fabスペ

ースに立ち入り等を行い、必要な指示をすることができる。 

 

（利用者の義務、損害賠償責任） 

第1１条 利用者は、利用終了時は、速やかにKICK-Fabスペースを原状に復した上で財団に

報告し、適切な利用について確認を受けなければならない。 

２ 利用者は、室内及び機器類を損壊し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければな

らない。 

 

（工具・機器等の管理及び損害賠償責任） 

第１２条 利用者は、自己の責任において、KICK-Fabスペースに工具・機器等を持ち込むこ

とができる。 

２ 利用者は、持ち込み工具・機器等を適切に管理するものとする。 

３ 持ち込み工具・機器等の盗難、破損、情報の流失等による損害は利用者の責任とし、財団

はこれらによる損害について、その賠償の責めを負わない。 

 

（財団の損害賠償責任） 

第１3条 財団は、KICK-Fabスペースの利用に際し、利用者若しくは入場者が被った怪我等

に関する損害について、その賠償の責めを負わない。 

 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第１4条 利用者は、承認を受けた利用目的以外に利用、転貸し、又はその利用権を他に譲渡

してはならない。 

 

（その他） 

第１5条 この規程に定めるもののほか、KICK-Fabスペースの利用について必要な事項は、

財団が別に定める。 

 

附則 

この規程は、令和３年２月１日から施行する。 

 


